
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧延機内に組み込まれたスリーブ式圧延ロールの表面におけるクラックを探傷する方法に
おいて、

クラック探傷装置を圧延機の入側または出側の未通板部の
位置にのみ設置し、渦流式探傷センサーを探傷時に退避位置から進出させてスリーブ式圧
延ロールの表面の未通板部に接近させ、間隔保持ローラーをロールの表面に接触させるこ
とにより渦流式探傷センサーとロール表面の間隔を一定に保持した状態で未通板部の探傷
を行い、探傷終了後、渦流式探傷センサーを探傷位置から後退させ、

ことを特徴とする圧延ロールのクラッ
ク探傷方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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渦流式探傷センサーをエアシリンダのピストンロッドの伸出と収縮により圧延ロ
ールの表面に対して進退移動させる機構と、ロールの円周方向に間隔をおいて配設されロ
ール表面を転動する間隔保持ローラーを支持ブラケットの両端部にそれぞれ取り付け、セ
ンサーヘッドを支持ブラケットの中央部に取り付け、センサーヘッドおよび支持ブラケッ
トをセンサーヘッドピンにより支持部材に回転自在に支持させてなり、センサーヘッドに
設けられた渦流式探傷センサーを圧延ロールの表面に対して所定の距離をおいてセットす
る機構と、渦流式探傷センサーの圧延ロールの表面に対する位置を調整して保持する機構
と、クラック探傷の開始および停止を行う機能と、探傷信号を判定して設定値を超えると
警報を発生させる機能を備えた

ロール表面の未通板
部を探傷することにより、スリーブ割れを検出する



【発明の属する技術分野】
本発明は、圧延機内のスリーブ式圧延ロールの表面に発生するクラック、特にロール軸方
向に発生するクラックを探傷する に関するものである。
【０００２】
【従来の技術と発明が解決しようとする課題】
鋼板等の圧延機においては、圧延ロールのコスト削減および胴部の材質の高合金化による
耐摩耗性・耐クラック性の向上を図るため、スリーブ式圧延ロールが使用されている。
【０００３】
このスリーブ式圧延ロールの問題点として、圧延中、絞り込み等の圧延トラブルやロール
製造時のロール品質不備により、クラックが発生進展してスリーブ全体が軸方向に割れる
ことがある。クラックの進展速度は急速で胴全長のスリーブ全体に一気に発生する。割れ
た当初はクラックの開口が少なく、ロール軸にスリーブが固定されたままの状態のため、
知らずに圧延が続行されることがあり、製品にロール疵が転写され、大量に製品不良を生
ずる危険性がある。
【０００４】
また、４重式圧延機等におけるスリーブ式ワークロールの場合のスリーブ材質としては、
高クロム鋳鋼が使用されるが、耐摩耗性向上を狙いＣｒ、Ｖ、Ｗ等の高合金を添加したハ
イス（高速度鋼）が使用されることもあり、特にこのハイスの場合、ロール表面の圧縮残
留応力が高いため、クラックの開口がより少なく、スリーブ割れの発見がより困難である
。
【０００５】
このようなスリーブ割れ対策として、特開昭６０－２５２２５５号公報には、磁気センサ
ーによるクラック検出方法が提案されている。これは、スリーブロールの表面端部に磁気
センサーを取付け、磁気センサーに　１．５～２．５　ＫＨｚの周波数を印加し、磁気セ
ンサーからの出力信号を処理して圧延中にロール軸方向のクラックを検出するものである
が、検出感度を得るためセンサーをロール表面に接触させているため、センサーの寿命が
短いという問題があった。
【０００６】
また、圧延ロールのスポーリング防止技術として、特開昭５５－１２８３０４号公報に渦
流式探傷法を用いた装置が提案されている。これは、渦流式探傷センサーをロール表面に
沿ってロール軸方向にスキャンニングさせ、圧延中または圧延の間隙を利用してロール全
面を探傷するものであるが、この方法では、設備が複雑で高価となり、設備保守も大変で
あり、コストがかかる問題がある。
【０００７】
本発明は、前述のような問題点を解消するためになされたもので、その目的は、スリーブ
式圧延ロールのクラックを探傷する装置の耐久性を向上させることができ、設備も簡便で
安価なものとすることができると共に、クラックの探傷精度を高めることのできる圧延ロ
ールのクラック を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、本発明の圧延ロールのクラック探傷 は、圧延機内に組み込
まれたスリーブ式圧延ロールの表面におけるクラックを探傷する方法において、図１～図
４に示すように、
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探傷方法

探傷方法

方法

渦流式探傷センサーをエアシリンダのピストンロッドの伸出と収縮によ
り圧延ロールの表面に対して進退移動させる機構と、ロールの円周方向に間隔をおいて配
設されロール表面を転動する間隔保持ローラーを支持ブラケットの両端部にそれぞれ取り
付け、センサーヘッドを支持ブラケットの中央部に取り付け、センサーヘッドおよび支持
ブラケットをセンサーヘッドピンにより支持部材に回転自在に支持させてなり、センサー
ヘッドに設けられた渦流式探傷センサーを圧延ロールの表面に対して所定の距離をおいて
セットする機構と、渦流式探傷センサーの圧延ロールの表面に対する位置を調整して保持
する機構と、クラック探傷の開始および停止を行う機能と、探傷信号を判定して設定値を



クラック探傷装置を圧延機の入側または出側の未
通板部の位置にのみ設置し、渦流式探傷センサーを探傷時に退避位置から進出させてスリ
ーブ式圧延ロールの表面の未通板部に接近させ、間隔保持ローラーをロールの表面に接触
させることにより渦流式探傷センサーとロール表面の間隔を一定に保持した状態で未通板
部の探傷を行い、探傷終了後、渦流式探傷センサーを探傷位置から後退させ、

ことを特徴とする。
【００１１】
以上のような構成において、渦流式探傷センサーを測定時のみ接近させ、かつ間隔保持ロ
ーラーにより渦流式探傷センサーと圧延ロール表面との距離を一定に保持して非接触式で
探傷を行うことにより、装置の耐久性を向上させることができる。また、圧延ロールの未
通板部（未圧延部）を探傷することにより、センサースキャンニングが不要となり、設備
も簡便で安価なものとすることができると共に、割れ時のＳ／Ｎ比を高くとることができ
、ハイス等の残留応力が高く、クラックの開口が小さい場合でも、精度良くクラックを探
傷することが可能となる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図示する実施の形態に基づいて詳細に説明する。これは、４重式圧延機の
スリーブ式のワークロールのクラック探傷に適用した例である。図１、図２は、本発明の
クラック探傷装置の圧延機への設置状況を示したものである。図３、図４は、本発明のク
ラック探傷装置の先端のセンサー部分を示したものである。図５は本発明の探傷警報フロ
ーを示す。
【００１３】
図１、図２において、４重式圧延機１は、ミルハウジング２内に上下一対のワークロール
３と、このワークロールをバックアップする上下一対のバックアップロール４を配設して
構成されており、このような圧延機１の入側または出側における未通板部の位置に、本発
明のクラック探傷装置１０が設置される。
【００１４】
本発明のクラック探傷装置１０は、大別して、渦流式探傷センサー１１を下ワークロール
３Ｌの表面に対して進退移動させる駆動機構Ａと、渦流式探傷センサー１１を下ワークロ
ール３Ｌの表面に対して所定の距離をおいてセットするセンサー間隔保持機構Ｂと、渦流
式探傷センサー１１の下ワークロール３Ｌの表面に対する位置を調整して保持するセンサ
ー位置調整固定機構Ｃと、クラック探傷の開始および停止を行う探傷開始・停止機能Ｄと
、探傷信号を判定して設定値を超えると警報を発生させる欠陥判定機能Ｅを備えている。
【００１５】
なお、渦流式探傷センサーは、測定対象（金属体）が検出コイルに接近したときに起きる
コイルのインピーダンス変化を利用して微小変位を非接触で測定するセンサーであり、精
度の良い測定が可能で耐環境性が良いなどから、本発明では、この渦流式探傷センサーを
用いる。
【００１６】
駆動機構Ａは、図１に示すように、センサーヘッド１２が先端に取付けられるガイド１３
と、このガイド１３を下ワークロール３Ｌの表面に対して進退移動自在に案内支持する案
内コロ１４と、この案内コロ１４が内部に取付けられる支持筒体１５と、ガイド１３を進
退させるアクチュエータとしてのエアシリンダ１６を有している。
【００１７】
案内コロ１４は、支持筒体１５の内部の上面および下面に長手方向に間隔をおいて複数取
付けられており、ガイド１３を支持筒体１５内に収納可能で、かつ支持筒体１５から先端
部が突出可能とされている。ガイド１３も筒体であり、支持筒体１５の下部内面にエアシ
リンダ１６のシリンダ基部がピン着され、ピストンロッド先端がガイド１３の上部内面に
ピン着される。支持筒体１５は、センサーヘッド１２が下ワークロール３Ｌの表面に斜め
下から接近・離隔するように、支持架台１７に斜めに取付けられている。
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超えると警報を発生させる機能を備えた

ロール表面
の未通板部を探傷することにより、スリーブ割れを検出する



【００１８】
従って、エアシリンダ１６のピストンロッドを伸出させることにより、渦流式探傷センサ
ー１１が、下バックアップロール４Ｌの側方に退避している状態から斜め上方に進出し、
下ワークロール３Ｌの表面に接近して後述するような探傷可能な位置にセットされる。探
傷終了後、エアシリンダ１６のピストンロッドを収縮させることにより、渦流式探傷セン
サー１１が斜め下方に後退して元の退避状態に戻る。
【００１９】
センサー間隔保持機構Ｂは、図３、図４に示すように、下ワークロール３Ｌの円周方向に
間隔をおいて一対で配設され、下ワークロール３Ｌの表面を転動する一対の間隔保持ロー
ラー１８と、この間隔保持ローラー１８を回転自在に支持する左右一対の支持ブラケット
１９とからなる。一対の支持ブラケット１９は、その中央部でセンサーヘッド１２を挟持
するようにセンサーヘッド１２に取り付けられ、その両端部に間隔保持ローラー１８が取
り付けられる。
【００２０】
また、このセンサー間隔保持機構Ｂは、一対の間隔保持ローラー１８を下ワークロール３
Ｌの表面に均一に接触させるための機構を備えている。即ち、センサーヘッド１２および
支持ブラケット１９をセンサーヘッドピン２０により支持部材２１に回転自在に支持させ
ている。エアシリンダ１６が所定圧で作動し続けており、センサーヘッド１２が下ワーク
ロール３Ｌに接近し、間隔保持ローラー１８の片方が先に下ワークロール３Ｌに接した場
合、センサーヘッドピン２０を支点としてセンサーヘッド１２・支持ブラケット１９が傾
動することにより、他方の間隔保持ローラー１８が下ワークロール３Ｌに接触させること
ができる。また、センサーヘッド１２と支持部材２１との間には、コイルばね２２が配設
されており、センサーヘッド１２等が可動し過ぎないように制御している。
【００２１】
センサー位置調整固定機構Ｃは、渦流式探傷センサー１１をセンサーヘッド１２に固定す
るボルト２３と固定用ナット２４であり、渦流式探傷センサー１１をセンサーヘッド１２
内で上下移動させてボルト２３の先端で固定することにより、クリアランスｄを任意に調
整することができる。
【００２２】
探傷開始・停止機能Ｄは、コントローラ３０に設けられており（図１参照）、次のような
機能を有している。即ち、圧延機から材料が抜けたことを例えば圧延荷重０信号で検知し
、この圧延荷重０信号によりエアシリンダ１６を作動させ、センサーヘッド１２を退避位
置から下ワークロール３Ｌへ接近させ、間隔保持ローラー１８を下ワークロール３Ｌの表
面に接触させる。なお、エアシリンダ１６の作動時間ピッチは任意に選択できる。
【００２３】
さらに、渦流式探傷センサー１１には、測定可能な距離があるため、センサーヘッド部分
に、距離計２５を渦流式探傷センサー１１と並設し（図４参照）、この距離計２５の計測
値が設定値に達すると、渦流式探傷を開始する。所定時間探傷後、エアシリンダ１６を作
動させ、センサーヘッド１２を退避位置に後退させ、停止させる。なお、以上は圧延後に
探傷を行う間欠運転の場合であり、連続圧延中等の場合も所定時間ピッチで渦流式探傷セ
ンサー１１の接近・退避が可能である。
【００２４】
欠陥判定機能Ｅは、警報装置３２を備えた演算処理装置３１に設けられており（図１参照
）、探傷信号がレベル設定値以上か否かを判定し、レベル設定値以上の場合に、警報を発
生させる機能である。図５に示すように、探傷信号を取り込み、この信号がレベル設定値
以上になれば、クラックと判定し、警報装置により警報を発生させる。
【００２５】
以上のようなクラック探傷装置のロール軸方向の設置位置に関しては、次の通りである。
従来の渦流式探傷技術を単に応用したのでは、目的達成が不十分であることが下記の実験
により確認することができた。この実験内容は、試験圧延機においてワークロール表面の
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軸方向に数カ所人口疵を入れ（図６（ａ）　参照）、試験材を圧延し、経時的に渦探傷に
よる人口疵の検出Ｓ／Ｎ比を調査した（図６（ｂ）　参照、Ｓ：人口疵信号、Ｎ：人口欠
陥以外の雑エコー）。
【００２６】
ａ）試験条件
ロール寸法：直径２００ｍｍ×長さ３００ｍｍ
ロール材質：高クロム鋳鋼（１Ｃ－１３Ｃｒ）
人口欠陥寸法：長さ３０ｍｍ×幅０．５ｍｍ×深さ０．６ｍｍ
試験材寸法：厚３ｍｍ×幅１５０ｍｍ×長さ５００ｍコイル
渦流センサー径：直径１０ｍｍ
渦流センサー周波数：６４ＫＨｚ
渦流センサークリアランス：１０ｍｍ
【００２７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２８】
ｂ）試験結果Ｓ／Ｎ比
以上の試験結果より次のことが明らかとなった。圧延すると、ロール表面に黒皮（酸化ス
ケール）のむらができたり、肌荒れ（ロール表面に微細ヒートクラック、表面欠け落ちに
よる凹凸発生）が生じる。このように圧延により圧延材の通るロール表面は時々刻々と種
々変化しており、雑エコーも変動しており、ロールの圧延端部・圧延部中央ではＳ／Ｎ比
が圧延前より低下する。これに対して、ロール表面の未圧延部は、圧延が経過してもＳ／
Ｎ比が維持される。従って、ロール表面の未圧延部を探傷することにより、クラック（ス
リーブ割れ）の検出・判定を確実に行うことができる。
【００２９】
【実施例】
次に示す圧延機において、次に示すクラック探傷装置を用いてワークロールのスリーブ割
れの検出を行った。
【００３０】
ａ）適用スタンド
熱間圧延粗４Ｈｉスタンドワークロール
ワークロール径：直径１０００ｍｍ×長さ１７８０ｍｍ
ワークロール回転数：１３０ｍｐｍ
スリーブ材質：ハイス（１．５　Ｃ－Ｃｒ、Ｖ、Ｗ）
圧延材料：厚５０ｍｍ×幅１６００ｍｍ×長さ１０ｍ
ｂ）クラック探傷装置
図１～図４の装置を使用し、走査側ロール胴端から７０ｍｍに渦流式センサーがくるよう
に設置（ロール表面未圧延部）
センサー径：直径１０ｍｍ
センサー周波数：６４ＫＨｚ
センサークリアランス：１０ｍｍ
レベル設定値（探傷出力電圧４Ｖ）以上で警報発生
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ワークロール３の荷重０（材料圧延通過後）をキャッチし、エアシリンダ１６を作動させ
、回転しているワークロール３の表面に間隔保持ローラー１８を接触させる。距離計２５
の計測値が１０ｍｍになると、渦流式探傷センサー１１を作動させ、探傷を開始する。１
０秒間探傷後、渦流式探傷センサー１１を後退させた。探傷ピッチは、１コイル通過毎に
設定して探傷を行った。ワークロールの使用期間１０日間探傷を継続し、その間、レベル
設定値を超えるものはなく、ワークロールを交換した。交換ワークロールを表面点検した
結果、スリーブ割れの無いことを再確認した。
【００３１】
【発明の効果】
前述の通り、本発明は、探傷時に渦流式探傷センサーを退避位置から進出させてスリーブ
式圧延ロールの表面に接近させ、渦流式探傷センサーとロール表面の間隔を一定に保持し
た状態で探傷を行い、探傷終了後、渦流式探傷センサーを探傷位置から後退させ、さらに
スリーブ式圧延ロールの表面 未圧延部を探傷するようにしたため、次のような効果を得
ることができる。
【００３２】
（１）　渦流式探傷センサーを測定時のみ接近させ、かつ間隔保持ローラーにより渦流式
探傷センサーと圧延ロール表面との距離を一定に保持して非接触式で探傷を行うことによ
り、装置の耐久性を向上させることができる。
【００３３】
（２）　圧延ロールの未通板部（未圧延部）を探傷することにより、従来のセンサースキ
ャンニングが不要となり、設備も簡便で安価なものとすることができる。以上から、安価
で故障が少なく、高信頼性のクラック探傷装置を提供することが可能となる。
【００３４】
（３）　圧延ロールの未通板部（未圧延部）を探傷することにより、割れ時のＳ／Ｎ比を
高くとることができ、ハイス等の残留応力が高く、クラックの開口が小さい場合でも、精
度良くクラックを探傷することが可能となる。ハイス等のスリーブ式圧延ロールでスリー
ブ割れを早期発見できることにより、製品のロール疵防止、生産性の向上を図ることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のクラック探傷装置の圧延機への設置状況を示した側面図である。
【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ線視図である。
【図３】本発明のクラック探傷装置の先端のセンサー部分を示す側面図である。
【図４】図３におけるＩＶ－ＩＶ線視図である。
【図５】本発明の探傷警報フローチャートである。
【図６】（ａ）　は探傷試験を行ったロールの人口疵を示す概略図、（ｂ）　は人口疵の
検出信号を示すグラフである。
【符号の説明】
１…４重式圧延機
２…ミルハウジング
３…ワークロール
４…バックアップロール
Ａ…駆動機構
Ｂ…センサー間隔保持機構
Ｃ…センサー位置調整固定機構
Ｄ…探傷開始・停止機能
Ｅ…欠陥判定機能
１０…クラック探傷装置
１１…渦流式探傷センサー
１２…センサーヘッド
１３…ガイド
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１４…案内コロ
１５…支持筒体
１６…エアシリンダ
１７…支持架台
１８…間隔保持ローラ
１９…支持ブラケット
２０…センサーヘッドピン
２１…支持部材
２２…コイルばね
２３…ボルト
２４…固定用ナット
２５…距離計
３０…コントローラ
３１…演算処理装置
３２…警報装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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